
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
百
五
十
一
号
）

令
第
百
五
十
一
号
）

（
沖
縄
県
産
酒
類
に
対
す
る
酒
税
の
軽
減
等
）

（
沖
縄
県
産
酒
類
に
対
す
る
酒
税
の
軽
減
等
）

第
七
十
二
条

沖
縄
県
の
区
域
内
に
あ
る
酒
類
（
酒
税
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
酒
類
を
い

第
七
十
二
条

同

上

う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
場
の
う
ち
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定

を
受
け
た
製
造
場
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
酒
類
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
当
該
区
域

内
に
あ
る
酒
類
の
製
造
場
か
ら
移
出
さ
れ
る
も
の
に
係
る
酒
税
の
税
額
は
、
酒
税
法
第
三
章
の

規
定
又
は
こ
の
規
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
酒
類
の
移
出
の
日

が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

一
〜
七

（
省

略
）

一
〜
七

同

上

八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で

百
分
の
八
十
（
酒
税
法
第
四

八

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
ま
で

百
分
の
八
十
（
酒
税
法
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
し
よ

条
第
一
項
に
規
定
す
る
し
よ

う
ち
ゆ
う
乙
類
に
あ
つ
て
は

う
ち
ゆ
う
乙
類
に
あ
つ
て
は

、
百
分
の
六
十
五
）

、
百
分
の
六
十
五
）

２
〜
８

（
省

略
）

２
〜
８

同

上

（
揮
発
油
税
及
び
地
方
道
路
税
の
軽
減
等
）

（
揮
発
油
税
及
び
地
方
道
路
税
の
軽
減
等
）

第
七
十
四
条

（
省

略
）

第
七
十
四
条

同

上

２

平
成
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に

２

平
成
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に

あ
る
揮
発
油
の
製
造
場
又
は
保
税
地
域
か
ら
移
出
さ
れ
、
又
は
引
き
取
ら
れ
る
揮
発
油
に
係
る

あ
る
揮
発
油
の
製
造
場
又
は
保
税
地
域
か
ら
移
出
さ
れ
、
又
は
引
き
取
ら
れ
る
揮
発
油
に
係
る

揮
発
油
税
及
び
地
方
道
路
税
の
税
率
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か

揮
発
油
税
及
び
地
方
道
路
税
の
税
率
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か

－１－



か
わ
ら
ず
、
揮
発
油
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
揮
発
油
税
に
あ
つ
て
は
四
万
六
千
八
百
円
に

か
わ
ら
ず
、
揮
発
油
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
、
揮
発
油
税
に
あ
つ
て
は
四
万
六
千
八
百
円
に

五
百
三
十
八
分
の
四
百
八
十
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
、
地
方
道
路
税
に
あ
つ
て
は
四
万
六

五
百
三
十
八
分
の
四
百
八
十
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
、
地
方
道
路
税
に
あ
つ
て
は
四
万
六

千
八
百
円
に
五
百
三
十
八
分
の
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

千
八
百
円
に
五
百
三
十
八
分
の
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３
〜
８

（
省

略
）

３
〜
８

同

上

（
輸
出
物
品
販
売
場
に
係
る
消
費
税
の
経
過
措
置
）

（
輸
出
物
品
販
売
場
に
係
る
消
費
税
の
経
過
措
置
）

第
八
十
九
条
の
五

平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
消
費
税
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

第
八
十
九
条
の
五

平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
消
費
税
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事

改
正
前
の
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事

業
者
が
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出

業
者
が
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出

た
場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
主
と
し
て
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六

た
場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
主
と
し
て
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六

十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
こ
れ

十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
こ
れ

ら
の
家
族
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
旨
を
大
蔵
省
令
で
定
め
る

ら
の
家
族
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
販
売
し
よ
う
と
す
る
旨
を
大
蔵
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
同
日
ま
で
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
届
け
出
た
と
き
は
、
平
成
元
年
四
月

と
こ
ろ
に
よ
り
同
日
ま
で
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
届
け
出
た
と
き
は
、
平
成
元
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
物
品
の
販
売
に
係
る
同
条
第
二
項
の

一
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
物
品
の
販
売
に
係
る
同
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
出
物
品
販
売
場
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
輸
出
物
品

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
出
物
品
販
売
場
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
輸
出
物
品

販
売
場
と
み
な
す
。

販
売
場
と
み
な
す
。

（
酒
販
組
合
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
酒
販
組
合
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
十
条

沖
縄
県
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
地
区
と
す
る
酒
類
業
組
合
法
第
三
条
の

第
百
十
条

沖
縄
県
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
地
区
と
す
る
酒
類
業
組
合
法
第
三
条
の

酒
販
組
合
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同

酒
販
組
合
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
法

法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
同
法
第
九
十
条
中
同
項
に
係
る
部
分
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

第
十
四
条
第
三
項
及
び
同
法
第
九
十
条
中
同
項
に
係
る
部
分
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
要
件
を
欠
く
酒
販
組
合
は
、
同
法
第
四
十
二
条

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
要
件
を
欠
く
酒
販
組
合
は
、
同
法
第
四
十
二
条
第

第
五
号
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

五
号
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）

（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）

第
百
十
三
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
還
元
乳
と

第
百
十
三
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
還
元
乳
と

－２－



し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
当
該
還
元
乳
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
バ
タ

し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
当
該
還
元
乳
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
バ
タ

ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
並
び
に
脱
脂
粉
乳
（
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
並
び
に
脱
脂
粉
乳
（
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

（
平
成
十
四
年
度
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
期
間

（
平
成
十
四
年
度
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
の
期
間

。
次
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
「
割
当
年
度
」
と
い
う
。
）
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
次
条
及
び
第
百
十
五
条
に
お
い
て
「
割
当
年
度
」
と
い
う
。
）
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
平
成
十
四
年
度
に
つ
き
、
当
該
バ
タ

。
）
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
平
成
十
三
年
度
に
つ
き
、
当
該
バ
タ

ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
に
つ
い
て
二
十
ト
ン
、
当
該
脱
脂
粉
乳
に
つ
い
て
四
十
九
ト
ン
と
し
、

ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
に
つ
い
て
百
六
十
一
ト
ン
、
当
該
脱
脂
粉
乳
に
つ
い
て
三
百
七
十
八
ト

当
該
バ
タ
ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
当
該
脱

ン
と
し
、
当
該
バ
タ
ー
及
び
バ
タ
ー
オ
イ
ル
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
し

脂
粉
乳
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

、
当
該
脱
脂
粉
乳
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

２
〜
４

（
省

略
）

２
〜
４

同

上

（
小
規
模
企
業
に
係
る
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）

（
小
規
模
企
業
に
係
る
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は
免
税
）

第
百
十
四
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
こ
ん
に
や

第
百
十
四
条

法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
こ
ん
に
や

く
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
こ
ん
に
や
く
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る

く
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
原
料
品
は
、
こ
ん
に
や
く
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る

こ
ん
に
や
く
芋
（
切
つ
た
も
の
、
乾
燥
し
た
も
の
及
び
粉
状
に
し
た
も
の
を
含
む
。
）
と
し
、

こ
ん
に
や
く
芋
（
切
つ
た
も
の
、
乾
燥
し
た
も
の
及
び
粉
状
に
し
た
も
の
を
含
む
。
）
と
し
、

同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
当
該
こ
ん
に
や
く
芋
に
つ
い
て
割
当
年
度
に
つ
き

同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
当
該
こ
ん
に
や
く
芋
に
つ
い
て
割
当
年
度
に
つ
き

三
十
二
ト
ン
と
し
、
当
該
こ
ん
に
や
く
芋
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

二
百
五
十
ト
ン
と
し
、
当
該
こ
ん
に
や
く
芋
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。

２
〜
４

（
省

略
）

２
〜
４

同

上

－３－


